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なっております。行政が公正で合理的かつ効率

的に行われているかどうかについて住民は知る

権利を持っているとともに、監視することが必

要かと思われます。ところが住民が地方自治体

の事務執行に対し日常的に批判したり監視する

ことは困難であります。住民にかわって監査委

員が監査を行うという制度が監査委員の制度で

あり、責務であると承知しております。非常に

逼迫している長井市は、自立に向け１年でも２

年でも大切に事務執行に全力を傾注し、取り組

んでいただくことを希望を申し上げながら質問

を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

＋ ＋

○大沼 久議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は、午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５４分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○大沼 久議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 午前に引き続き市政一般に関する質問を続行

いたします。 

 

 

 蒲生光男議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 順位３番、議席番号９番、蒲生

光男議員。 

  （９番蒲生光男議員登壇） 

○９番 蒲生光男議員 私は、フォーラム21を代

表し質問をいたします。市長以下当局の皆様方

には明確な答弁をお願いしておきたいと思いま

す。 

 さて、内谷市長におかれましては昨年11月の

市長選挙で94票差の激戦を勝ち抜かれ、第６代

目の市長に就任されました。ここに改めて就任

のお祝いを申し上げますとともに、長井市民の

幸せのためにご尽力くださいますようお願いい

たします。 

 市長には就任早々財政問題に直面され、苦労

されております心中は、私に限らず理解できる

ものであります。ここは現実を直視されまして

市民のためになるかならないかの判断で政策を

決定していただき、最初に議会に相談していた

だけるような信頼関係を構築してまいることが

重要ではないかと思っております。 

 さて、私の質問内容は通告してございますと

おりでございますが、市長就任され、市政運営

の基本的な理念や考えを特にお聞きしてまいり

たいと思います。 

 まず、施政方針をお聞きいたしまして率直に

感じたことですが、１ページ最後から２ページ

にかけまして、「長井市財政はまだまだ予断を

許しません。長引く地域経済の低迷による市税

収入の大幅な減少、人口減少社会の到来と国の

三位一体改革による地方交付税の削減も年々厳

しくなっていきます。一方、義務的経費、社会

保障費などは増嵩する状況にあり、市政を預か

る私はさらなる行財政改革に立ち向かうこと以

外にもはやなすすべはないと考えております」

と記述されております。この言葉で、いかに改

革の姿勢や方策を示されていてもしつこい目や

にのようにもはやなすすべないの言葉が絶望的

との印象を与え、何をしてもだめだというイメ

ージがとれないのであります。 

 まず、市税が大幅に落ち込んでいるでしょう

か。もっとも大幅という定義がどれくらいかと

いうこともあります。 

 ちなみに地方税で見ると、12年、33億2,000

万円、15年、31億2,200万円、17年、31億1,500

万円、18年、これは見込みですが、31億9,200

万円、19年、予想で33億4,800万円となってお
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 財政課長からは長井市財政についてどのよう

に見ているか。今年度は基金繰り入れの綱渡り

の予算編成です。交付税の落ち込みが一番大き

くきいております。公債費の繰り延べなど、あ

るいは平準化などほかに方法がないのか、公共

料金の値上げといっても簡単にいかないと思い

ます。 

ります。単純比較ですが、12年を100といたし

ますと19年度予算では100.8％ということにな

ります。 

 一方、交付税ですが、12年、50億5,900万円、

15年、40億2,300万円、17年、36億7,100万円、

18年、38億4,000万円、19年が見込みで36億

6,500万円というふうに推移をしているようで

あります。12年を100といたしますと72.4％で

す。11年の交付税は52億円台でしたので、落ち

込みはひどく、30％落ち込んだことになります。 

 声なき声に対する配慮が必要については、施

政方針最後のくだりに「小さきものへやさしさ

を」と言われております。また、「高齢者や障

害のある方が手厚く安心して暮らせるように福

祉・介護・医療の充実を目指してまいります。

まずは困難に直面された方に対してしっかりと

行政がサポートするようにセーフティーネット

を守ってまいります。市政座談会において福祉

の施策について非常に悩んでいらっしゃる何人

かの市民の声をお聞きしました。このようなこ

とに対応していくことも大事な行政のサポート

であると考えております」と述べられておりま

す。 

 また、人件費推移では、12年、28億6,400万

円、15年、25億5,200万円、17年、23億7,700万

円、18年、24億7,200万円、そして19年が23億

1,500万円で、同じように12年を100といたしま

すと19年度予算は80.8％であります。 

 今日の財政悪化の原因は、過去の社会資本整

備による償還がピークに来ていること、基金残

高がないため運営の資金がないことなどである

と思います。普通会計の市債発行残高でも長井

市は19年度予想で125億1,000万円、村山市183

億5,000万円、尾花沢市145億4,000万円。人口

規模で比較しても悪い数字ではないと思います。

よく夕張市と比較して夕張の次が長井市のよう

な印象にとられているようですが、夕張市は市

民１人500万円の借金、長井市は何もかにも入

れた借金残高を市民の数で割れば１人100万円

ちょっとであります。聞くところによりますと、

これは報道番組ですが、大阪市でさえも１人

200万円と言われております。 

＋
 福祉ハイヤー予算全額切り捨ての予算編成は、

このおっしゃっていることと合わないのではな

いかと私は思います。福祉ハイヤーの利用状況

については福祉事務所長から説明ください。身

体障害者１・２級、下肢障害者や精神障害を持

っている方など社会弱者に対する予算を全額カ

ットであります。声なき声を無視したものでは

ないかと思います。 

 敬老会委託事業は300円の減額ですが、反対

されて1,000円になったということであります。

福祉ハイヤー予算は、私たちが異を唱えたり声

を出したりしなければゼロになるのであります。

これは市長として再考すべきものではないのか

なと思いますが、いかがでしょうか。 

 正しい情報を市民に伝え、協力を求めていく

ことが内谷市政の初年度の課題だと思います。

その場合、何と何をカットし、何に投資をする

のか、めり張りをどのようにつけられるのかが

肝要だと思います。 

 同じように長寿祝金については、12月議会で

全員一致で否決になりました。またぞろ全廃の

提案ですが、12月で否決の理由は、高齢者の福

祉の向上と敬老思想の高揚、長年長井市のため

 市長にお聞きします。内谷市政初年度の予算、

理念はどこにどのようにあるのか、具体策は、

予算のめり張りはきいているのかについて市長

よりお答えをいただきたいと思います。 
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に尽くしてくれた人たちへの感謝の意もある。

また、支給直前で改正はだめだなどで反対とな

りました。全廃となると敬老思想の高揚などと

いった思想もかなぐり捨てることになりかねま

せん。全額カット近い形でも条例は残して、市

長みずから敬老者を訪問し、労をねぎらい、敬

老思想の高揚という精神は残していくべきだと

私は思います。記念品すら出さないというのか、

これにかわる手だてはあるのか。否決してまだ

３カ月もたっておりません。例えばこの条例を

なくしても敬老思想の高揚などかわる手だては

考えているのか。対案を考えないのかについて

基本的な所見を求めたいと思います。 

＋ ＋

 あやめ公園入園料値上げは理解できぬもので

は、施政方針で「長井市に根づく産業の一つの

柱として振興しなければならないと考えており

ます。これが長井を未来に向けて発展させる原

動力の一つになるものだと確信しております。

観光振興を手段として住んでよし、訪れてよし

のまちづくりを進めることにより地場産業の振

興に結びつけてまいります」と言われています

が、700円と入場料は県外の人から見て訪れて

よしという水準でしょうか。 

 商工観光課長には、他の観光施設の入園料は

どのような状況か。このたびの料金の試算では

同じように入園者を予定しているようですが、

現実的でしょうか。勝算があるのでしょうか。

観光協会理事会など役員会ではどのような議論

がされたのか、わかればお聞きいたしたいと思

います。 

 次に、将来に対する先行投資は必要について

伺いたいと思います。 

 このたびの予算全体で気になっておりますこ

とに教育・福祉の冷遇が目立つと思いました。

特別意識した結果なのか。予算編成でこの部分

に対する基本理念はどのようなものだったので

しょうか。教育や福祉は、ある意味聖域と言わ

れる部分ですが、これに手をつけなければ予算

編成もできないという財政事情がそうさせたの

でしょうか。財政課長の見解を求めたいと思い

ます。 

 いかに大変でもひもじくとも種もみまで食い

つぶす人はいません。将来に対する投資は必要

だと思います。教育予算は、将来への先行投資

的な要素が多分に含まれるものでありますが、

将来への先行投資として何と何をどのように考

えたのか。 

 例えば５ページで「（仮称）経済再生会議に

おいて長井駅周辺の基本構想も含めて中心市街

地の活性化について議論を進めてまいります」

とありますが、これは市長公約であるイングリ

ッシュガーデンの実現の布石と理解していいの

でしょうか。財政が大変だからこそ切るべきは

切る決断は必要です。一方、将来への備えも忘

れてはならないと思います。めり張りのきいた

施政運営と予算執行について、これからも十分

心を配っていただきたいと思います。 

 製造業など企業環境の整備が必要について伺

います。 

 ３月５日、市長に同行いただきまして日本ケ

ミコン本社を訪問し、内山社長ほか経営幹部の

方々と懇談をさせていただきました。青梅マラ

ソン交流が始まって11年目ですが、この間毎年

ケミコン訪問を実施してまいりました。日本ケ

ミコンは、現在薄型テレビなど需要に後押しさ

れて大変な繁忙感で、物によっては倍々ゲーム

だと言っておられました。現実ケミコン山形も

人が足りないと言っておられるようですが、企

業が忙しいことは地域経済にとって大変好まし

いことだと思っております。 

 大正９年に郡是長井工場が誘致され、昭和に

入った10年代には東芝堀河町工場のような大企

業を誘致したいとして町の予算の実に３分の２

を投じて10万坪の用地を提供し、後のマルコン

電子が最盛期には1,500人の社員を有する県内

のトップ企業として地域経済に多大な貢献を果
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たしてきました。現在最盛期の３分の１以下の

社員といえども長井市にとって基幹企業である

ことは変わりはございません。ケミコン山形の

業況が活発になることを期待したいものであり

ます。特に北工業団地内の山形マルコン建屋を

ぜひ使っていただいて、操業開始に結びつくよ

うにこれからも日本ケミコンとの友好関係を構

築して一日も早い操業開始をお願いしたいもの

であります。 

＋

 商工観光課長には、地場企業経営者の要望な

どについて把握しておられますか。長井市の先

人の崇高な考えで電子産業都市長井を構築して

まいりましたが、今何が必要かわかっていれば

答弁ください。 

 市長にお伺いいたします。選挙期間の一番最

後に出たビラですが、「製造業中心の企業誘致

は終わった」と記述されておりますけれども、

これの真意は何か伺っておきたいと思います。 

 施政方針では、４ページで、「最近の製造品

出荷額は600億円前後で推移していますが、製

造品出荷額に占める付加価値の割合が50％を超

え、県内13市で最も高い割合を示しています。

こうした特徴を持つに至った背景には、本市の

ものづくりが地方の小都市には珍しくものづく

りを根底で支える基盤技術がバランスよく集積

していることにあります。また、全国から注目

を集めている長井工業高校と企業や地域が連携

した継続的な人材育成に強力に取り組んできた

ことがあります」と述べられております。 

 長井は、昔からものづくり技術が集積され、

営々と今日まで長井市の産業基盤を支えてきた

経緯がございます。長井工業高校の評価が高ま

っているのもそうした背景があると思います。

長井の企業活動がさらに活発になり、技術が集

積され、雇用の拡大に結びつくように市として

もできる限りの最大限の方策を講じていただく

ようお願いしたいと思います。 

 さて、気になる点を最後に申し述べさせてい

ただきますが、「ＩＳＯ14001について自己宣

言による方式に変える」とあります。ＩＳＯ

14001は、言うまでもなく環境の国際規格で、

この取り組みを進めることによって仕事への意

識改革につながるとの確信から提案をさせてい

ただきました。自己宣言などある意味どうでも

いいのですが、私が懸念していることは依然と

して何も変わっていないのではないかというこ

とであります。 

 例えば庁舎内のキャビネットの上にうず高く

積まれた段ボール、さらに扇風機の果てまで上

にあります。安全面や整理整とんの思想からＩ

ＳＯの思想にはほど遠いものだと私は思います。

ＩＳＯは、担当課からいえば企画調整課でしょ

うけれども、全体の行革推進本部の視点から総

務課長は問題意識をどのように持っておられる

のか疑問でありますので、ご答弁をいただきた

いと思います。 

 このままでは何も変わらない。何かを変えな

ければならない。何を変えるかの前にまず自分

が変わらなければ何も変わらないということだ

と私は思います。私は、市長とともども一体に

なって行財政改革を進める庁内の立場として、

あえて総務課長にこの点の見解を求めるもので

ございます。 

 以上、壇上からのご質問とさせていただきま

す。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○大沼 久議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生議員からフォーラム21を代

表いたしまして、さまざまな視点からご質問、

ご提言いただきました。まことにありがとうご

ざいます。 

 まず、施政運営方針の理念、具体策、そして

めり張りのきいた予算になっているかというこ

とでございますが、お答え申し上げます。 

 施政運営の基本的な考え方につきましては、

施政方針に示しましたとおり、まずは19年度を

「財政危機脱出元年」と位置づけまして、現行
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の自立計画を再構築し、今後４年間の行財政運

営の健全化を進める年度にしたいというのが基

本的な考え方でございます。 

 19年度のまちづくり施策の推進につきまして

も第４次基本構想・基本計画に基づいて示して

るとおりでございます。そんな意味から私は、

理念といえば、この基本計画にあります協働の

まちづくりを進めるということが、まず19年度

の施政方針の理念だというふうに考えておりま

す。 

 しかし、その具現化に向けました予算編成に

おきましては、国が進めてきた三位一体改革の

影響などによりまして歳入の経常一般財源が大

幅に減少する中で必ずしも十分なものとはなっ

ていないというふうに思いますけれども、これ

が現在の本市財政の現状であることも認識しな

ければならないというふうに思っております。 

＋ ＋

 さらに19年度の一般会計予算については、前

年度対比1,000万円、0.1％の増となっているも

のでございますが、山形県市町村振興資金の借

りかえによる繰り上げ償還分4,870万円を除き

ますと3,870万円、0.4％の減でございまして、

歳出予算の状況を詳細に見ますと扶助費、公債

費のほか、これは5.4％の伸びとなっておりま

す。 

 それから、置賜広域病院組合への負担金や維

持補修費などのいわゆる義務的経費が伸びてい

るため、特に単独事業の政策的事務事業に係る

予算をいかに削減しなければならなかったか理

解いただけるものではないのかなというふうに

思っております。ただし、予算として十分に措

置されていないものもあって、事務事業として

実施すべきものもありまして、このような部分

については今後しっかりと対応していきたいと

いうふうに考えております。 

 先ほどの理念につきまして協働のまちづくり

を進めるというふうに申し上げましたが、これ

は具体的に企画調整課の方に関連の予算もつけ

させていただいておりますが、今まではどちら

かといえば市が中心となりまして、主にＮＰＯ

を初め市民のボランティア団体を含めたいろん

な団体の皆様からご協力いただきながらすそ野

を広げるような取り組みをなされてきたという

ふうに思いますが、19年度からは、予算は残念

ながらつけることはできなかった部分もありま

すが、地区公民館単位で、これはやはりみずか

らの地域はみずからの責任と意思と努力でつく

っていくという基本原則にのっとりまして、そ

の地域コミュニティの再構築、そして協働のま

ちづくりを市民の立場でいかに進めていただく

か、いかに理解していただくかということも大

きなこれは柱だと考えまして、特に地区公民館

の主事につきましてはいろいろ異論ございまし

たけども、特に事務管理公社の時代から大変厳

しい労働条件で働いていただいておりましたの

で、そこの部分をぜひ中核的にこれから地域の

まちづくり、そして協働のまちづくりを進めて

いただくためといたしまして社会福祉協議会並

みの賃金体系に今回上程させていただいたとこ

ろでございます。そんなことで具体的にはそう

いった協働のまちづくりを違った方向からも進

めてまいりたいというふうに思っております。 

 それから予算のめり張りはということでござ

いますが、議員のご指摘のとおり19年度の予算

編成につきましては、市長就任直後１カ月もた

たないうちに予算編成に入らなきゃいけなかっ

たということもありまして、めり張りが十分に

きいてなかったと指摘受けても、それは素直に

反省しなきゃいけない部分はあるのかなという

ふうに考えてはおります。 

 しかし、まずは市民サービスが極端に低下す

ることのないよう配慮しながらも地場産業の活

性化、循環の理念を生かしたまちづくり、協働

のまちづくりの具現化に向け可能な限りの施策

を措置したものでございます。 

 ただし、20年度の予算編成に向けては、市と

―５４― 
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して何ができて何ができなくなってしまうのか、

市民の皆様にどういった形で十分なご理解いた

だけるか、その辺はしっかりと市の実情を申し

上げながら、いろいろ意見交換を進めながらそ

ういった事務事業の見直しについては十分に検

討して進めていきたいというふうに考えており

ます。 

＋

 午前中の島田議員からのご質問でもありまし

たけども、ことしも実際のところ110億円近い、

市民サービスを今まで従来どおり進めるにもそ

れぐらい金額が必要だったという状況でした。

それを100億円の歳入見込みしかないというこ

とから10億円も削ることができなくて、そうい

った意味では方針といたしましてほかに対案が

ある、そういったものについては、後ほど説明

させていただきますが、とりあえず当初から外

させてもらったもの若干あります。それは議員

ご指摘のとおりでございます。 

 ただし、これからの見直しにつきましては、

やはり市民あるいはＮＰＯやいろんな団体、そ

して市の職員一体となりまして、先ほどから申

し上げましたが、血も涙もある見直しをやって

いかなきゃいけないというふうに考えておりま

す。 

 次に、声なき声に対する配慮が必要というこ

とで、まず福祉ハイヤーについてお答え申し上

げます。 

 これまで福祉ハイヤーの利用対象者につきま

しては、長井市心身障害者福祉ハイヤー利用事

業実施要綱によりまして利用者の資格要件を定

めまして、要件に該当する方の申請に基づいて

利用券を交付しておりました。この要領の資格

要件は、障害手帳の交付を受けてる方というの

が大前提でありまして、ひとり暮らしの高齢者

などは該当外でございます。また、手帳はお持

ちでもご家族の支援が可能な方や金銭的に余裕

のある方にも申請があれば交付していたという

のが実態でございました。19年度は、要綱の見

直しを行い、高齢者の方を含めて病院への通院

や冬の買い物などの移動手段に本当に困ってい

る方々に支援できる資格要件を改め、できれば

６月議会に補正予算案を上程していきたいとい

うふうに考えております。福祉ハイヤー制度を

廃止していく考えではございません。 

 なお、同時に、緊急通報サービス事業委託料

というのが、これ355万4,000円、これも検討の

対象になりました。これはひとり暮らしあるい

は健康上不安の方がボタンを押せば、これは岩

手県にサービスセンター、安全センターという

のがあるんですけども、そこに通報が行きまし

て、そこから逆に地元のセコム等々契約会社が

駆けつけるというシステムでございますが、こ

れもなくてはならないものなんですが、何とか

地元で受けることができないかということで検

討しました。しかし、残念ながらこれをやめて

しまうとそれにかわるシステムはすぐに対応で

きないということから、これは当初から見込ま

せていただきましたが、福祉ハイヤーにつきま

しては６月までの対応なんですが、現在も行っ

ております高齢者等移送サービス事業のいきい

き号を活用できますよう、これは福祉事務所長

に指示いたしております。 

 そしてまた、ＮＰＯ法人のさわやかサービス

さんの方にも今年度介護用の車両の補助金を出

しております。そしてさわやかサービスさんと

相談しましたところそういった対応もぜひ検討

してくださるということでございますので、４

月からはそういった意味では該当する方に困る

ことのないように万全の対応を図っていく予定

でございます。 

 次に、長寿祝金支給に関する条例の廃止につ

いてでございますが、条例は廃止いたしますが、

議員がおっしゃいますように私自身の長寿者訪

問等、賀詞の伝達は続けてまいりたい。今年度

１月に行かせていただきましたが、非常に喜ん

でいただきました。私も「来年もぜひ来ます
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よ」というお話もしてまいりましたので、せめ

て、残念ながらお金は、あるいは記念品等は難

しいかとしても賀詞だけはさせていただきたい

というふうに思います。戦中戦後の混乱期を乗

り切り、現在の長井市を築いていただいたこと

への感謝を申し上げまして、敬老思想の高揚に

役立つことができますように長寿者の皆様を訪

問させていただきたいと考えております。 

＋ ＋

 次に、あやめ公園入園料値上げは理解できぬ

ものということでございますが、これにつきま

しては公園の維持管理費というのは実は3,000

万円程度用意しております。収益事業につきま

しては、経費に見合う収益を目指すことが基本

だと私は考えております。やはりこれは市民の

福祉のための予算ではございません。あくまで

も観光事業として市外からお金を払って見てい

ただいて、それによって市の産業の活性化を図

るというための予算でございますので、議員の

ご指摘もよくわかりますが、基本的にはやはり

厳しい姿勢で事業化は臨まなきゃいけない。で

すから、3,000万円の予算を使ったら最低でも

その維持管理費だけの入園料を目標にするのは、

やはり基本であるだろうと。それ以外にも観光

協会の方に数千万円の委託料でお願いしてるわ

けでございますので、そういった意味からまず

基本的には経費に見合う収益をということでご

ざいます。 

 そして20年度以降は、収益によりまして、い

ろいろ市民の皆様からも、あるいはエージェン

ト様からも施設のふぐあいの部分あるいはだめ

なといいますか、いろんなご指摘をいただいて

おります。こういった部分はそういった収益で

しっかりと手だてをしていく、そしてさらにお

客様をふやし収益を上げていく、そういうふう

な姿に、本来の姿にしたいというふうに考えて

おります。 

 あやめ公園の入園料は、昭和61年から500円

でありまして、以来約20年間消費税相当分のみ

の値上げでございます。確かに周辺の観光施設

に比べれば多少高い状況にはなりますが、長井

のあやめは長井古種と言われるものであり、そ

の原種を保存しているという点では極めて特徴

のある日本で唯一のものと考えています。 

 昨年は、あやめのできもよかったし、園内で

の大道芸などもよかったという評価をいただい

てるところでございますが、あやめ栽培技術を

一層向上させ、さらに祭りそのものの魅力アッ

プに観光協会等と一丸となって取り組み、市民

並びにお客様に満足いただけるようなものにし

ていきたいと考えております。 

 私もこちらの値上げの部分について主管課と

話し合いした中では、特にあやめ公園に来る市

外のお客様は、あやめ公園の駐車場についても

公園に来たというわくわく感がない。すなわち

河川敷の駐車場であったり、あるいは導入部の

土手の部分であったり、もう少し、あやめ公園

として花を見にいらっしゃるお客様なわけでご

ざいますから、お金をかけなくとも最小限の経

費でもう少し華やかな雰囲気をつくり出せない

かと。200円上げさせてもらう部分をそういっ

たことで満足いただくような環境整備、そして

職員、園の係員の対応、そして観光ボランティ

アの方々からもご協力いただきながら「700円

でも安い」と言われるようなそういったあやめ

公園にしていかなければならないというふうに

考えております。 

 次に、製造業など企業環境の整備が必要とい

う質問でございます。 

 蒲生議員には日本ケミコン訪問の際には大変

お世話になりまして、ありがとうございました。 

 ご指摘のように、ケミコン山形は、長井市の

経済にとって大きな役割を果たしておられます

し、今後も事業の拡大と雇用の拡大にご尽力を

いただけるよう大きな期待を寄せているところ

であります。青梅マラソン以外にも会社を訪問

させていただく機会を持ち、山形マルコン建屋
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での操業開始などが早期に実現しますよう今後

とも友好関係を築いていきたいと考えておりま

すので、よろしくご協力いただきますようお願

いいたします。 

＋

 「製造業中心の企業誘致は終わった」との真

意についてでございますが、企業誘致の必要性

については異論のないところであり、私自身も

12月の就任直後すぐに日鍛バルブ等にごあいさ

つに伺ってきたところでございます。加えて前

市長からの申し送り等もございましてブリヂス

トンの方にもお伺いさせていただき、またマイ

クロソリューションの方にもごあいさつさせて

いただいたというような経過もございます。 

 ただし、産業振興の柱として考える方向とし

ては、製造業と本市の資源を活用した観光の両

面を考えるいわば産業興しが必要であろうと考

えます。長井には、他市に比べてバランスのと

れた基盤技術の集積があります。製造業振興の

順序として、この集積を資源として立地してい

る企業のさらなる活性化を図っていかなければ

ならないと考えます。その方向として企業城下

町時代の縦関係からユニット受注や人材育成、

営業活動をお互いに共同して行えるような企業

のコミュニティ形成を目指していきたいと考え

ております。 

 なお、市内企業者からも地域の技術集積手法

として特徴ある技術を持った企業誘致を望んで

いる状況がありますので、今後ともいろいろな

機会を活用して運動していきたいと考えており

ます。 

 私の選挙期間中の、蒲生議員指摘あった部分

でございますが、これは産業経済新聞社で発刊

している「地域よ、蘇れ！」というような単行

本の中から引用させていただいたんですが、そ

の中では製造業中心だけじゃなくて、いわゆる

いろんな業種を誘致する、あるいは企業だけじ

ゃなくて人を誘致するという考え方をやはりい

ろんな全国の地域で取り組んで成功例があると

いうことで紹介させていただきました。 

 例えば富山県では、アメニティー産業という

ものを非常に県挙げて誘致しておりまして、い

わゆるアニメブームで、外国でもありますけど

も、国内では富山県にそういった関連の企業が

相当立地した。これいわゆるソフト産業でござ

います。この辺ですと、必ずしも成功しており

ませんが、米沢市のオフィスアルカディアさん

のような考え方も必要なんではないかというこ

とでございます。 

 なお、当市といろんなかかわりが深い一橋大

学の関先生なんですが、関先生の最近の著書に

長井市の記述がございます。その中で長井市に

新たな、例えば大きい企業が誘致された場合、

せっかく60年費やして築いてきた企業集積のバ

ランスが崩す可能性もある、そういった危惧も

ありますし、やはり基盤技術を中心とした地場

企業群の振興といいますか、それが長井を支え

てると思いますので、これからも企業誘致は進

めてまいりますが、ぜひ地元の企業と相談しな

がら進めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 私の方から大体以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

○大沼 久議長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

 平成14年から進めてまいりましたＩＳＯの

14001についてでございますが、環境マネジメ

ントシステムの国際規格としてばかりでなく、

市の環境以外の業務におきましてもＰＤＣＡに

よります継続的な改善が必要でありまして、そ

れらに対する取り組みにも影響を与えるもので

あることは間違いないというふうに考えており

ます。 

 来年度から自己宣言による方式というふうに

なりますが、これまで以上に真摯に取り組まな

ければそれぞれのプログラムの目標管理は達成
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 ２つ目が社会保障関係経費の増嵩に伴い、こ

れらの関係特別会計に対する繰出金の比率が高

くなっておりますが、この傾向が今後とも継続

すると思われるということでございます。 

できないというふうに考えておるところでござ

います。 

 依然として変わらない庁舎内の状況をどうと

らえるかということでありますけれども、安全

面や衛生面を担当する者として現状では当然よ

しとは考えておりません。老朽化した狭隘な庁

舎でもありますので、物理的に難しい面もあり

ますけれども、限られたスペースをうまく活用

していかなければならないというふうに考えて

おります。 

 ３つ目が一般会計の市債残高に匹敵するほど

の市債残高を抱えていることなどから、下水道

事業関係の特別会計に対する繰出金の比率が高

くなっているということでございます。 

 ４つ目でございますが、市内の民間施設、こ

れは福祉関係の施設ということになるわけでご

ざいますが、これらの建設元利償還補助金であ

るとか、あるいは一部事務組合の分担金などで

補助費等の比率が依然として高い状況であると

いうことだと思っております。 

 文書管理規程に基づきます保存年限の超えた

文書の整理を初めとする整理週間を昨年度実施

いたしましたが、今後もそうした作業を実施し

ながら市民の皆さんから見て少しでも環境のよ

い庁舎としていきたいというふうに考えており

ます。 

＋ ＋

 また、当面の財政運営上の問題といたしまし

ては、これらの経費に充当する財源を確保しな

がら多様化する住民のニーズに対応し、かつこ

れまでに整備をしてきた社会資本の維持管理で

あるとか事務事業を継続していかなければなら

ないということになるわけでございますが、歳

入の一般財源が減少傾向にある中で財源不足を

補てんできる基金なども枯渇状態であるという

ことなどが上げられるというふうに思っており

ます。 

 なお、議員の皆さんから提言をいただいてお

ります５Ｓ運動、整理、整とん、清潔、清掃、

しつけについて現在検討を加えておりますが、

施政方針で述べられております心の通った市民

サービスの向上のための運動にこうした点を織

り込みながら笑顔とあいさつ、迅速な対応など

による、例えばお客様サービス向上運動に取り

組んでいきたいというふうに考えております。

これは日常の業務の場から市民サービスの向上

を目指すというものでございまして、市役所の

組織風土や職員の意識改革を進めていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。以

上よろしくお願いいたします。 

 したがいまして、今後の財政健全化のために

は、まずある程度の時間を要しましても歳出構

造を改革しながら経常収支比率を引き下げなけ

ればならないというふうに思っております。 

 次に、現行の自立計画にも掲げてありますが、

協働による新しい公共空間づくりを推進するこ

とによりまして歳出削減を徹底することが必要

であるというふうに思っております。 

○大沼 久議長 松本 弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 お答えいたします。 

 まず長井市財政についてどのように見ている

かという点でございますが、本市の財政向上の

問題といたしましては４点ほど上げられるかと

思っております。 

 また、歳入面では、より実効性のある収納率

向上対策の構築であるとか受益者負担金の見直

しなどによりまして歳入の確保策を図ることが

必要であるというふうに考えております。  まず１つは、ピークは過ぎたものの公債費が

依然として高い水準で推移をしているというこ

とでございます。 

 さらに議員ご指摘のように、公債費の平準化

などにつきましても当然検討しなければならな
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い事項でございますが、平成19年度の地財対策

の中で19年度から３年間で５兆円規模の保証金

なしの公的資金の繰り上げ償還が予定されてい

るところでございます。これを実施するために

は徹底した人件費の削減などを内容とする財政

健全化計画などの策定が求められるわけでござ

いますが、詳細が公表され次第実施について検

討し、今年度の公債費負担適正化に努力してま

いりたいというふうに考えているところでござ

います。 

＋

 それから２点目でございますが、教育、福祉、

ある意味聖域とも言われる部分が冷遇されてい

るのではないかというふうなご質問でございま

すが、ご指摘のように教育、福祉の予算につき

ましては、これまでは確かにある意味聖域とさ

れてきた部分でもございますし、財政的に可能

であれば今後も一層充実していかなければなら

ない分野であるということは認識をしてござい

ます。 

 しかしながら、19年度の地財対策では、社会

保障関係の国庫補助事業などの歳出が自然増に

ある中で地方歳出が厳しく見直しをされまして、

一般歳出で1.1％減に削減されていることなど

を踏まえ本市におきましても歳入の経常一般財

源が大幅に減少する中で総体的な歳出予算の配

分を考えた場合に、これまで同様に教育、福祉

の予算を聖域としておくことができなかったと

いうのが実態だというふうに思っているところ

でございます。 

 具体的には福祉予算につきましては、これま

での市の単独事業を中心に見直しを行いました

し、教育予算につきましても施設の維持管理経

費などを中心に削減をさせていただいたところ

でございます。結果として、ご指摘のように18

年度まで実施してきた事務事業であっても縮減、

中止などをしなければならなかったものが生じ

ております。 

 限られた財源の適正な配分によって歳出予算

を編成しなければならないという財政課の立場

といたしましては、20年度以降も歳入の一般財

源が減少するという見込みの中で歳出について

は今後とも聖域なく見直しを続けていかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

 ただ、そうは言っても教育、福祉関係の予算

を他の事務事業と同様に一律にカットするとい

うことは当然のことながらいかないわけであり

ますので、今後とも実施計画などに沿って集中

と選択をきちんと行いながら予算編成に当たっ

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。以上です。 

○大沼 久議長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 蒲生議員のご質問に

お答えさせていただきます。 

 １点目の他の観光施設の入園料の状況でござ

いますが、飯豊町のゆり園、大人600円、子供

200円、南陽の菊園、大人600円、子供300円、

南陽のバラ園、大人300円、子供100円、川西の

ダリア園、大人520円、子供210円、村山市の東

沢バラ園、大人400円、子供200円でございます。 

 そのほかにあやめ公園あるいはショウブ園と

いうふうなものにつきましては、あやめサミッ

ト首長会の加盟の15市町村がございますんです

が、その中で有料として扱っているのは千葉県

香取市、旧佐原市のあやめ園でございますが、

こちらの方は大人700円、子供350円というふう

になってございます。 

 ２点目の料金試算、それからその勝算はとい

うふうなことでございますが、19年度の入園料

収入の積算に当たりましては、総体の見込みと

いいますか、目標を平成15年度を一つの目標に

したいというふうな考え方でございます。一般

有料大人の入園者を平成15年レベルの２万

5,500人、それから子供を1,000人、団体有料入

園者を約２万3,000人いうふうなことで見込ま

せていただきまして、入園料といたしましては

大人の入園者1,785万円、子供30万円、団体大
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人を936万6,000円、子供団体を12万8,000円と

いうことで総額2,764万4,000円と見込んだもの

でございます。 

 人数的には平成15年度を目標にしたいという

ふうなことでございます。その見込みはどうか

というふうなことでございますが、16年、17年

あるいは18年の状況の中で19年度とかなり違う

部分というふうに認識してございますのは「や

まがた花回廊」ということでＪＲ、ＪＴＢ等の

エージェントの皆さん方がかなりご協力をいた

だけるというふうな、そういったふうな状況に

あるというふうなことが今までとかなり違うも

のでないかなというふうに考えてございます。

15年度の時点で作柄等が若干ぐあいが悪かった

というふうなことで16年から若干下がってきて

おるわけなんですが、私どもの方の立場といた

しましては15年度の目標を達成したいというふ

うに考えてございます。 

＋ ＋

 ３点目の観光協会との協議内容あるいは協議

状況という点でございますが、協会の三役の皆

様方に料金の値上げ案につきましてご報告とご

説明をさせていただきました。その際、役員の

方からは入園料の値上げについての特段のご意

見といいますか、反対のご意見はございません

でした。逆に、観光事業全体についてというふ

うなことでございますが、収益性を高める努力

が必要だというふうな点と、それからとにかく

昨年、18年までの動きをより確かなものにして

いく、力をつけていくというふうな、そういっ

たふうな動きをつくっていくことが必要だとい

うふうなご意見をいただいたところでございま

す。 

 ただし、事務担当者の方からのご意見といた

しましては、やはり受付等の対応がきちっと必

要だというふうなこと、それから園全体でのお

もてなしの体制が必要だというふうなことのご

意見をいただいたところでございます。 

 それから４点目の地場企業の経営者の皆さん

方とどんなふうに話をし、要望を受けとめてい

るかというふうな点でございますが、長井商工

会議所の工業部会あるいは西置賜工業会あるい

は北工業団地会の皆さん方との定期的な会合に

参加をさせていただいております。また、西置

賜製造業の強化事業あるいは雇用創造事業等の

説明などにおきまして企業の方を訪問をさせて

いただいております。ある意味では、いろんな

形でお話を伺う機会をいただいております。 

 その中で基本的な工業の進め方という部分に

つきましては、先ほど市長からもあったんです

が、基盤技術というふうなものを大切にしなが

らその力を展開をしていこうというふうな共通

の認識に立っているというふうに理解をしてご

ざいます。そのために技術者の育成あるいは確

保が必要であるというふうなこと、それから共

同しての受注機会の確保、拡大、そういったふ

うなことが必要であるというふうなことで、工

業展あるいは地元でのミニ商談会といったふう

なものも継続してやってほしいというふうなお

話を伺っております。 

 こういったふうな要望の中身に沿いまして、

19年度事業につきましては企業の横連携を基本

としながら、その中で地元の企業の皆さん方が

力をつけていくというふうな事業を展開をして

いきたいというふうに考えているところでござ

います。以上でございます。 

○大沼 久議長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 福祉ハイヤーについて

ご説明いたします。 

 この制度は、障害を持っている方に対してハ

イヤーの利用料金の一部を助成し、障害者福祉

の向上及び社会参加の促進を図ることを目的と

して昭和63年４月に要綱が定められ、施行され

たものであります。 

 受給者の資格要件としましては、長井市民で

障害手帳を持たれる方で下肢障害の方は１級か

ら４級までの方、それから内部障害の方は１級
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から３級までの方、それ以外は１級、２級の方、

それと療育手帳をお持ちの方、それから精神障

害者保健福祉手帳１級の方が対象であります。

ただし、自動車税、それから軽自動車税の減免

を受けておられる方は該当いたしません。該当

者に対しては、申請により540円の利用券を年

間12枚交付いたしております。 

＋

 ご質問の利用状況でございますが、平成15年

度は231人に2,663枚を交付いたして、そのうち

79.5％の利用率で、金額的には114万3,720円の

助成となっております。同じく16年度は、234

人に2,808枚の交付、76.5％の利用率で115万

9,380円の助成。17年度は、216人に対して

2,472枚の交付で81.9％の利用率、109万4,580

円の助成となっております。平成18年度は、３

月５日、きのう現在まででございますが、209

人の方に2,478枚を交付しております。うち

1,534枚、金額で82万8,360円が使用されており

ます。以上です。 

○大沼 久議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 時間も余りないんですが、

それぞれ答弁をいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 理念ということでは協働のまちづくりという

ことでございますが、特に市長は、車座集会と

いうことをご提案されてまして、地域の皆さん

はかなり期待してますね。固定資産税の関係ど

うなるか、それはもちろんわかりません。こと

しは基金繰り入れで何とかしのいでいるわけで

すが、来年の見通しはそういう意味では立たな

いわけですよね。私は、公債費の繰り延べとい

うのは結局先にツケを送るだけだから余り意味

ないよという意見もありますが、当面どうする

かという点についてはやっぱり平準化ができれ

ばとりあえずいいのかなと。 

 例えば夕張市と長井市の比較いつもされるん

ですけど、夕張市は一時借り入れをして、言っ

てみればごまかしをした財政運営した結果です

よね。あるいはまた、長井市の場合、債務負担

行為額を入れても325億円ぐらいですから、約

３万1,000人の市民一人頭で割れば104万円の借

金の額になります。しかし、夕張は、１万

2,000人ぐらいですので、それ500万円というこ

とになるわけですね。全然けたが違う。 

 長井市の財政がこれだけ厳しいというのは、

言ってみれば運転資金がないということが一番

の問題であろうと。過去に社会資本に投資した

額が交付税の算入でなかったりとかということ

もあるんでしょうけれども、もう決定的に違う

のはそこだと思うんですよね。ですので、夕張

と同じようだなんていう印象にだけ、余りそう

いう後退した意見ではなくて、長井市だってま

だまだ、第１次行財政改革で取り組んできた内

容が功を奏するのがいつごろから、例えば今公

債費の額は十五、六億円ですよね。それが例え

ば12億円程度まで下がっていったらば、そんな

に財政上問題なくなってくるんじゃないのかな

と思いますんで、財政の中期展望もありますが、

これからどういうふうな長井市の財政の事情に

なるのかということをよく説明していただいて、

そして理解を得るように今後も努力していただ

けたらなというふうに思います。 

 あやめ公園の関係で私は、３月補正で920何

万円減額補正しておりますが、それだけの本当

に客入り込み数が確保できるかというのはちょ

っと疑問だなというふうに思います。これで本

当に県外の人どれだけ来るのかなということも

ありますし、現実長井市民の人って何人ぐらい

来てるんだろうかということもよくわかりませ

ん。ですので十分議論していただいて、そして

せっかく市長なり商工観光課長が答弁して、来

年それを訂正する答弁をしなくて済むように努

力していただきたいというふうに思っておりま

す。 

 ＩＳＯだけ１点だけ、総務課長、お伺いしま

すが、私お聞きしてるのは、例えばと言っちゃ
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○１１番 髙橋孝夫議員 私は、革新クラブを代

表して、市民生活の向上を願いながら質問を行

います。 

＋ ＋

悪いんですが、福祉事務所があって市民課があ

そこありますよね。キャビネットありますでし

ょう。その上に段ボールがあって、その上に扇

風機もあるんですよ。あれってどういう意味で

しょうか。冬場に扇風機要らないし、見せるた

めにあそこに上げてるわけじゃないでしょう。

整理整とんという観点あるいは不要不急という

観点からいったら、もっと整理が進まなきゃい

けないじゃないのかと。それはいろいろ言われ

ますが、結局は一番基本的な部分がなし得てな

い。外部監査をするとか自分たちでするとかっ

て、そんなことは余り関係ないと思いますよ。

そういう取り組みをやっぱり率先してやってい

ただかないと、行財政改革に結びつくような職

員の意識改革まではつながっていかないんじゃ

ないか。あれを日常、例えば福祉事務所なり市

民課の課長が見ていて何も思わないのかと私は

疑問に思ったもんですから、行革推進本部の本

部長は総務課長ですよね。違ってましたか。市

長ですか。事務方は総務課長と思いますので、

そういう意味でそういうことをお聞きしたんで

すね。その点についてだけお答えください。 

 通告をしております２点について順次質問申

し上げますので、市長の明快な答弁をいただき

ますようにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、施政方針についてです。 

 ３月１日に市長から平成19年度施政方針が示

されました。私は、今年度の施政方針で触れら

れている「レインボープランの循環の理念をま

ちづくりの一つの基軸として市民の皆様に理解

していただき、環境や農業だけでなくいろいろ

な分野でこの循環という理念を生かすような施

策を実施してまいります」という記述や「平成

14年度から進めてきましたＩＳＯ14001につい

ては、これまでの外部の審査登録機関による認

証を受ける方式から自己宣言による方式に移行

し、市民、企業、有識者などの第三者の方々の

協力を得ることにより内部監査の充実を図って

まいります」という考え方、あるいは「清流で

ある野川を題材とした水環境学習について今後

も推進してまいります」とする考え方に賛成で

すし、ぜひ具体的な実践を図っていただきたい

と感じます。評価できる内容がある反面、整理

をしておかなければならないものもあると私は

感じたところです。その意味で以下３点につい

てお伺いをしたいと思います。 

○大沼 久議長 平 進介総務課長。 

○平 進介総務課長 先ほど申し上げましたよう

に、物理的なところでかなり難しい面もありま

すが、とにかくああいった状況については改善

していかなければならないというふうに考えて

おりますので、担当課長としてひとつ各管理職

に指導していきたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 第１点目は、「（仮称）経済再生会議」の考

え方と位置づけについてです。 

 施政方針では、「まず自治体経営においては、

いわゆる入りをはかることが大切であります。

まちづくりの礎といえる経済活動の活性化を検

討することは肝要であります。私は、このため

に（仮称）経済再生会議を立ち上げ、各界の皆

様より活発なご議論と適切な施策を提案いただ

くことにより観光、製造業、商業、農業などの

活性化と新しい地域産業の多様な開拓を図り、

長井市への未来への可能性を見出していきたい
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○大沼 久議長 次に、順位４番、議席番号11番、

髙橋孝夫議員。 

  （11番髙橋孝夫議員登壇） 
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